
議案第１６号 

 

   北名古屋市介護保険条例の一部改正について 

 

北名古屋市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるも

のとする。 

 

  平成３０年２月２３日提出 

 

              北名古屋市長 長 瀬  保 

 

 

提案理由 

 

この案を提出するのは、介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布

に伴い、介護保険料の算定基準の見直しを行い、介護保険事業の適正な運

営を図るため、本条例の一部を改める必要があるからである。 

 

 



   北名古屋市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

 北名古屋市介護保険条例（平成１８年北名古屋市条例第１１５号）の一 

部を次のように改正する。 

 第４条第１項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年

度から平成３２年度まで」に改め、同項第６号ア中「をいう。」を「をい

い、租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若し

くは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、

第３５条第１項、第３５条の２第１項又は第３６条の規定の適用がある場

合には、当該合計所得金額から令第３８条第４項に規定する特別控除額を

控除して得た額とする。」に改め、同項第７号ア中「１９０万円」を「２

００万円」に改め、同項第８号ア中「２９０万円」を「３００万円」に改

め、同条第２項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年

度から平成３２年度まで」に改め、同条に次の１項を加える。  

３ 前２項の規定により算出する当該年度における保険料の額は、その１

００円未満の端数を切り捨てるものとする。 

第１６条中「第１号被保険者」を「被保険者」に改める。  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

（経過措置） 

２ 改正後の第４条の規定は、平成３０年度以降の年度分の保険料につい

て適用し、平成２９年度分までの保険料については、なお従前の例によ

る。 

３ 改正後の第１６条の規定は、この条例の施行の日以後の行為から適用

し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 


